
【歳入】

327,992 千円

【歳出】

　社会保障４経費及びその他社会保障施策に要した経費 2,817,916 千円

1,364,240 千円 ）

【社会保障４経費及びその他社会保障施策に要した経費】 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

うち地方消
費税交付金
（社会保障
　財源化分）

子ども医療費助成事業
※義務教育就学前分（未熟児への医療費助成を含む）

80,004 29,040 0 50,000 964 232

重度障害者（児）医療費無料化対策事業 104,535 51,720 0 0 52,815 12,698

保育所一般事業等 27,228 0 0 4,539 22,689 5,455

その他事業 1,466,259 1,044,296 0 29,855 392,108 94,271

小　　計 1,678,026 1,125,056 0 84,394 468,576 112,656

国民健康保険事業
（特別会計繰出金)

113,671 73,237 0 0 40,434 9,721

介護保険事業
（特別会計繰出金）

331,253 8,020 0 0 323,233 77,712

後期高齢者医療事業
（特別会計繰出金等）

383,549 58,344 0 0 325,205 78,186

小　　計 828,473 139,601 0 0 688,872 165,619

妊婦・乳幼児健康診査事業 13,364 28 0 11,000 2,336 562

国民健康保険病院事業会計負担金事業 179,649 0 0 0 179,649 43,191

救急医療対策事業 2,510 0 0 1,924 586 141

その他事業 115,894 475 0 91,198 24,221 5,823

小　　計 311,417 503 0 104,122 206,792 49,717

2,817,916 1,265,160 0 188,516 1,364,240 327,992

　　また、令和元年１０月１日から消費税率が８％から１０％に引き上げられたことに伴う地方消費税増収分についても、

令和８年度越前町一般会計予算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）

増収分に係る社会保障４経費及びその他社会保障施策経費への充当状況について

　　平成２６年４月１日から消費税率(国・地方)が５％から８％に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分

　については、その使途を明確化し、社会保障４経費(年金、医療、介護、子育て)及びその他社会保障施策に要する経費

　に充てるものとされています。

　社会保障の充実に要する経費に充てるものとされています。

　　越前町の令和８年度一般会計予算における社会保障関連経費への充当状況は、下記のとおりです。

　地方消費税交付金（社会保障財源化分）見込額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（うち一般財源）      （

事　　業　　名
令和８年度
当初予算額

財　源　内　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

社
会
福
祉

社
会
保
険

保
健
衛
生

合　　　計

※令和８年度の地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、令和７年度の地方消費税交付金決算額の割合で算出しています。


